
 

第１号議案  情 報 シ ス テ ム 標 準 化 に 係 る 支 援 に つ い て  

（東 三 河 ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

国 は 、 住 民 の 利 便 性 の 向 上 及 び 地 方 公 共 団 体 の 行 政 運 営 の 効 率 化

に 寄 与 す る こ と を 目 的 に 、 令 和 ７ 年 度 ま で に 、 基 幹 系 ２ ０ 業 務 に 係

る 情 報 シ ス テ ム に つ い て 、 国 が 策 定 す る 標 準 仕 様 に 基 づ い た シ ス テ

ム へ 移 行（ 以 下 、「 標 準 化 」と い う 。）す る こ と を 自 治 体 に 求 め て い ま

す 。  
標 準 化 に お い て は 、 令 和 ４ 年 度 に 連 携 仕 様 が 公 開 さ れ る 予 定 で あ

る な ど 、 構 築 に 係 る 詳 細 が 未 だ 示 さ れ て い な い た め 、 現 時 点 に あ っ

て も 全 体 計 画 の 策 定 が 困 難 な 状 況 で あ り ま す 。  
ま た 、 自 治 体 の 情 報 シ ス テ ム は 、 昭 和 ６ ０ 年 代 ご ろ か ら 導 入 が 始

ま り 、 そ の 後 、 自 治 体 ご と に 対 象 業 務 の 拡 大 、 基 盤 シ ス テ ム の 更 改

を 繰 り 返 し 複 雑 化 し て い る た め 、 国 の 示 す ス ケ ジ ュ ー ル で の 標 準 化

は 短 期 間 に 膨 大 な 作 業 が 必 要 と な り 、 自 治 体 に 過 重 な 負 担 が か か る

こ と が 予 想 さ れ ま す 。 ま た ベ ン ダ に お い て も 、 令 和 ７ 年 度 ま で に 標

準 化 対 応 す る た め 、 短 期 間 で 多 く の 技 術 者 が 必 要 と な り 、 人 材 不 足

に 陥 る 懸 念 が あ り ま す 。 こ う し た こ と か ら 、 令 和 ７ 年 度 中 の 円 滑 な

標 準 化 の 完 了 は 困 難 な 状 況 で あ り ま す 。  
さ ら に 、 標 準 化 に あ た り 国 庫 補 助 が 用 意 さ れ て い ま す が 、 上 限 額

の 設 定 が 低 い た め 、 自 治 体 の 費 用 負 担 は 大 き く 、 コ ロ ナ 禍 に よ る 財

源 不 足 が 深 刻 な 中 で 、 予 算 措 置 が 困 難 な 状 況 に あ り ま す 。  
よって、国におかれては、標 準 準 拠 シ ス テ ム へ 円 滑 に 移 行 で き る よ

う 、 自 治 体 及 び ベ ン ダ と 情 報 共 有 し 標 準 仕 様 を 早 急 に 策 定 す る と と

も に 、 移 行 完 了 時 期 に つ い て 経 過 措 置 期 間 を 設 定 す る よ う 要 望 し ま

す 。  

ま た 、 移 行 に 係 る 経 費 を 全 額 国 庫 負 担 と す る こ と を 要 望 し ま す 。  

 
 

説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 



 

第２号議案  災 害 等 有 事 の 際 の 公 的 給 付 に お け る 個 人 情 報 の 利 用 の

緩 和 に つ い て  

（西 三 河 ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 
市 で は 、 コ ロ ナ 禍 の 対 策 に お い て 、 し ば し ば 各 種 法 令 の 個 人 情 報

保 護 や 守 秘 義 務 に 係 る 規 定 に よ り 市 民 へ の 支 援 が 迅 速 に 行 え な い こ

と が あ り ま す 。  
これまで我が国の個人情報保護法制は、国、県、市町村等がそれぞれ

独自のルールを定めているため、個人情報を共有しようにも、ルールの

違いから容易にできませんでした。令和３年の法改正により個人情報保

護法、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法が１

本の法律に統合されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度につ

いて統合後の法律で全国的な共通ルールを定めるとされたことから、今

後は情報連携が円滑になることが期待されますが、有事においては、各

機関が一体となって対応に当たれるように、個人情報の利用・提供制限

を緩和する運用ルールの構築が必要です。  
また、地方税法第２２条において、守秘義務の観点から税情報の目的

外利用を認めていないため、税情報を元に支援対象者の抽出をすること

ができず、低所得世帯を対象にしたいわゆるプッシュ型の生活支援策を

効率的に行うことができず、有事における迅速な支援ができないことが

課題であります。  
よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 災 害 等 有 事 の 際 に 、 基 礎 自 治 体 は 、 多

く の 復 旧 、 復 興 、 生 活 支 援 策 を 実 施 し な け れ ば な ら な い た め 、 迅 速

で き め 細 か い 施 策 を 実 施 で き る よ う 、 有 事 に お い て は 個 人 情 報 の 利

用・提 供 に 係 る 制 限 を 緩 和 す る よ う な 特別法を制定するなど、法 制 度

の 整 備 を す る よ う 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
 



 

第３号議案  国 民 健 康 保 険 財 政 の 安 定 化 に つ い て  

（西 尾 張 ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

平 成 ３ ０ 年 度 の 国 の 国 保 制 度 改 革 に お い て 、 財 政 運 営 の 主 体 が 市

町 村 か ら 都 道 府 県 に 移 管 さ れ た こ と に よ り 、 市 町 村 は 県 か ら 示 さ れ

た 納 付 金 が 支 払 え る だ け の 保 険 税 （ 保 険 料 ） 収 入 を 確 保 す る た め 、

税 （ 料 ） 率 を 改 定 し て い く 必 要 が 生 じ ま し た （ 以 下 税 で の み 記 述 ）。 
 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ り 令 和 ２ 年 度 は 保 険 給 付 費

が 大 幅 に 下 落 し 、 令 和 ３ 年 度 は 再 び 大 き く 上 昇 し た こ と か ら 、 先 般

示 さ れ た 令 和 ４ 年 度 納 付 金 の 本 算 定 に お い て は 、 昨 年 度 と 比 較 し て

納 付 金 額 が 上 昇 し ま し た 。 新 制 度 下 で は 、 国 保 財 政 の 健 全 化 を 図 る

た め 、 市 町 村 が 保 険 税 負 担 軽 減 を 図 る た め の 一 般 会 計 か ら の 法 定 外

繰 入 を 計 画 的 に 解 消 す る こ と が 求 め ら れ て お り 、 納 付 金 の 増 加 は 保

険 税 の 増 加 に つ な が る こ と と な り ま す 。  
よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 の 国 民 健 康 保 険 の

財 政 運 営 が よ り 円 滑 な も の と な る よ う 、 都 道 府 県 に 対 す る 国 の 財 政

支 援 を さ ら に 増 額 す る よ う 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
 
  



 

第４号議案  介 護 保 険 制 度 に お け る 補 足 給 付 の 見 直 し に つ い て  

（西 尾 張 ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

介 護 保 険 施 設 に お け る 食 費 や 居 住 費 は 、 現 在 、 介 護 保 険 給 付 の 対

象 外 で あ り 、 利 用 者 本 人 の 負 担 が 原 則 と さ れ て い ま す が 、 低 所 得 者

に 対 し て は 一 定 の 給 付 （ 補 足 給 付 ） が 支 給 さ れ て お り ま す 。  
こ れ は 、 高 齢 化 の 進 展 に よ り 介 護 サ ー ビ ス の 費 用 が 年 々 増 加 す る

な か 、 介 護 保 険 料 の 上 昇 を で き る 限 り 抑 え る た め に 介 護 保 険 か ら 給

付 さ れ る 費 用 を 効 率 化 ・ 重 点 化 し 、 ま た 、 在 宅 で 介 護 を 受 け る 者 と

の 公 平 性 等 の 観 点 か ら 、 負 担 能 力 に 応 じ た 負 担 と な る よ う 見 直 し 、

実 施 さ れ て い る も の で す 。  
今 般 、 さ ら な る 負 担 の 公 平 性 と 制 度 の 持 続 可 能 性 を 高 め る 観 点 か

ら 、 令 和 ３ 年 ８ 月 に 預 貯 金 要 件 や 食 費 の 負 担 限 度 額 の 見 直 し が 行 わ

れ ま し た 。 こ の 見 直 し に よ る 要 件 変 更 に よ り 、 給 付 対 象 者 が 対 象 外

と な っ た り 、 新 た に 設 定 さ れ た 所 得 段 階 に よ り 、 介 護 保 険 施 設 入 所

者 の 食 費 の 自 己 負 担 額 が １ か 月 当 た り 約 ２ 万 円 の 増 額 と な る ケ ー ス

が あ る な ど 、 急 激 な 負 担 増 と な る 利 用 者 も い ま す 。  
今 後 、 高 齢 者 人 口 の ピ ー ク の 到 来 や 介 護 ニ ー ズ の 高 い ８ ５ 歳 以 上

人 口 の 急 増 が 見 込 ま れ る な か 、 介 護 保 険 制 度 の 持 続 可 能 性 の 確 保 の

た め の 見 直 し を 不 断 に 実 施 す る こ と は 当 然 必 要 で あ る も の の 、 低 所

得 者 に 対 す る 軽 減 制 度 の 見 直 し に つ い て は 、 急 激 な 負 担 の 増 加 に つ

な が ら な い よ う 実 施 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

よって、国におかれては、介 護 保 険 制 度 に お け る 補 足 給 付 の 認 定 要

件 及 び 負 担 限 度 額 の 見 直 し に つ い て 、 よ り 段 階 的 な 見 直 し と な る よ

う 配 慮 す る よ う 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
 
 



 

第５号議案  障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 者 が 介 護 保 険 サ ー ビ ス へ 移 行

す る 際 の 自 己 負 担 額 の 増 加 に 係 る 軽 減 措 置 に つ い て  

（西 尾 張 ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に お い て は 、 介 護 保 険 サ ー ビ ス に よ り 当

該 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 相 当 す る サ ー ビ ス が あ る 場 合 に は 、 原 則 、 介

護 保 険 サ ー ビ ス を 優 先 し て 利 用 す る こ と と さ れ て い ま す 。  
障 害 者 が ６ ５ 歳 到 達 後 に 介 護 保 険 サ ー ビ ス へ 移 行 す る 場 合 に お い

て 、 サ ー ビ ス に 係 る 自 己 負 担 額 が 増 額 と な る 場 合 、 一 定 の 条 件 を 満

た す 利 用 者 に 対 し て は 、 介 護 保 険 サ ー ビ ス に 係 る 自 己 負 担 額 に つ い

て 、 申 請 に 基 づ き 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 給 付 費 と し て 支 給 さ れ

る よ う に な っ て い ま す 。  

一 方 で 、 ４ ０ 歳 か ら ６ ４ 歳 ま で の 介 護 保 険 の ２ 号 被 保 険 者 で あ る

障 害 者 が 介 護 保 険 サ ー ビ ス へ 移 行 す る 場 合 に は 、 高 額 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス 等 給 付 費 の 対 象 と さ れ て お ら ず 、 自 己 負 担 額 が 増 加 す る こ と と

な り 、 利 用 者 の 経 済 的 な 負 担 が 大 き く な っ て い ま す 。 ま た 、 市 の 業

務 に お い て も 、 自 己 負 担 額 の 増 加 に つ い て 利 用 者 の 理 解 を 得 る こ と

が 難 し く 、 ２ 号 被 保 険 者 の 介 護 保 険 サ ー ビ ス へ の ス ム ー ズ な 移 行 が

困 難 と な る ケ ー ス も 発 生 し て い ま す 。  

よって、国におかれては、特 定 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 す る 障 害

者 が 介 護 保 険 サ ー ビ ス へ 移 行 す る 際 の 自 己 負 担 額 の 増 額 に 対 す る 軽

減 措 置 で あ る 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費 に つ い て 、 ４ ０ 歳 か ら

６ ４ 歳 ま で の 障 害 者 に も 対 象 を 拡 大 す る よ う 見 直 し を 要 望 し ま す 。  
 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
 
  



 

第６号議案  入 学 の た め の 転 入 者 に 対 す る 自 立 支 援 給 付 の 支 給 決 定

及 び 費 用 支 弁 に つ い て  
（知多ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

重 度 障 が い 者 が 大 学 へ 入 学 す る た め 、他 県（ 他 市 ）か ら 転 入 し た 際

は 、 転 入 し た 市 に お い て 自 立 支 援 給 付 を 支 給 決 定 す る こ と と さ れ て

い ま す が 、 こ れ に 伴 う 給 付 費 が 多 額 と な り 、 対 象 者 １ 人 に 対 し て 市

負 担 額 が 年 間 １ ， ０ ０ ０ 万 円 の 見 込 み と な る ケ ー ス も 現 実 に 生 じ て

お り ま す 。  
市 で は 、 あ ら か じ め こ う し た ケ ー ス の 発 生 を 予 測 で き な い た め 、

当 該 年 度 予 算 に 負 担 額 を 計 上 す る こ と が で き ず 、 財 政 計 画 に 影 響 を

及 ぼ す こ と に な り ま す 。  
今 後 さ ら に 重 度 障 が い 者 の 大 学 修 学 が 増 加 し た 場 合 に は 、 大 学 の

近 隣 自 治 体 の 財 政 負 担 が 過 重 に な る こ と も 懸 念 さ れ ま す 。  
厚 生 労 働 省 作 成 の 支 援 費 関 係 Ｑ ＆ Ａ 集 （ 平 成 １ ４ 年 ８ 月 ） に は 、

大 学 に 通 う 身 体 障 が い 者 の 学 生 が 親 元 か ら 仕 送 り を 受 け て い る 場 合 、

親 元 の 居 住 地 で あ る 自 治 体 が 援 護 の 実 施 者 と な る 旨 、 記 載 さ れ て お

り 、 高 額 の 給 付 費 が 発 生 す る 重 度 障 が い 者 に つ い て は 、 こ う し た 従

前 の 取 扱 い の 方 が 、 転 入 先 の 市 の 財 政 的 混 乱 を 招 か ず 、 ひ い て は 当

人 が 安 心 し た 生 活 を 送 る こ と に も 資 す る と 考 え ま す 。  
よって、国におかれては、大 学 に 通 う 目 的 で 転 入 さ れ た 重 度 障 が い

者 に 係 る 自 立 支 援 給 付 の 支 給 決 定 及 び 費 用 支 弁 に つ い て 、 親 の 経 済

的 保 護 下 に あ る 大 学 在 学 中 に お い て は 転 入 前 の 自 治 体 が 実 施 主 体 と

な る よ う 制 度 改 正 を 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
 
  



 

第７号議案  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 対 応 し た 医 療 提 供 の あ る

療 養 施 設 等 の 整 備 に つ い て  
（西 三 河 ブロック  提出）  

 
  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

自 宅 療 養 す る 陽 性 者 の 健 康 観 察 は 保 健 所 業 務 と な っ て お り 、 中 核

市 が 設 置 す る 保 健 所 に お い て も 、 自 宅 療 養 者 数 が 少 な い 時 は 対 応 可

能 で す が 、 一 時 、 毎 日 １ ０ ０ 人 単 位 で 陽 性 者 が 発 生 し 、 対 応 に 人 手

が 足 り な い 状 況 と な り ま し た 。   

電 話 に よ る 聞 き 取 り が 出 来 な い 患 者 が い た 場 合 、 万 が 一 を 想 定 し

て 、 自 宅 を 訪 問 し 生 存 確 認 を 行 い ま す が 、 自 宅 療 養 者 が 増 え る に つ

れ 、 音 信 不 通 と な る 頻 度 が 増 え 、 対 応 に 苦 慮 し ま し た 。  
よって、国におかれては、症 状 の あ る 自 宅 療 養 者 は 、連 絡 が 遅 れ る

と 手 遅 れ に な る 可 能 性 が 高 い こ と 、 ま た 、 自 宅 療 養 者 の 健 康 観 察 を

行 う 保 健 所 職 員 の 精 神 的 ・ 肉 体 的 負 担 が 大 き い こ と か ら 、 宿 泊 療 養

施 設 等 の 入 院 待 機 施 設 の 確 保 に つ い て 十 分 な 財 政 支 援 や 人 材 支 援 の

対 策 を 講 じ る と と も に 、 市 民 が 自 宅 や 施 設 に お い て も 安 心 し て 療 養

で き る 体 制 確 保 に 向 け て 、 国 が 主 導 し て 必 要 な 制 度 を 構 築 す る こ と

を要 望 します。 

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
 
  



 

第８号議案  狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業 （ 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備 事

業 ） の 継 続 に つ い て  
（知多ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

狭 あ い 道 路 の 解 消 は 、 生 活 道 路 の 安 全 な 通 行 確 保 や 、 消 防 車 ・ 救

急 車 等 の 緊 急 車 両 の 通 行 確 保 、 火 災 延 焼 の 防 止 等 、 安 心 ・ 安 全 な ま

ち の 形 成 を 図 る た め に 重 要 な 事 業 で す 。  
そ の た め 、 国 の 補 助 制 度 で あ る 「 狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業 （ 狭

あ い 道 路 拡 幅 整 備 事 業 ）」を 活 用 し 、４ メ ー ト ル 未 満 の 道 路 の 用 地 取

得 、 整 備 を 進 め 、 狭 あ い 道 路 の 解 消 に 努 め て い る と こ ろ で す 。  
当 該 事 業 が 打 ち 切 ら れ る こ と と な れ ば 、 現 在 行 っ て い る 事 業 の 進

捗 に 遅 れ が 生 じ 、 良 好 な 市 街 地 の 形 成 の 推 進 に 支 障 を き た す こ と と

な り ま す 。  
よって、国におかれては、令 和 ５ 年 度 末 に 交 付 金 終 了 予 定 と な っ て

い る「 狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業（ 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備 事 業 ）」の 継

続 に つ い て 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
 
  



第９号議案  重 要 港 湾 衣 浦 港 外 港 地 区 (衣 浦 ポ ー ト ア イ ラ ン ド ) に お

け る ふ 頭 整 備 に つ い て  

（西 三 河 ブロック  提出）  

 
  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

衣 浦 港 は 、 知 多 及 び 西 三 河 地 域 な ど の 物 流 ・ 生 産 活 動 を 支 え る 工

業 港 で あ る と と も に 、国 内 最 大 級 の 石 炭 火 力 発 電 所 が 立 地 す る な ど 、

地 域 の エ ネ ル ギ ー 拠 点 と し て 中 部 地 域 の 「 も の づ く り 」 産 業 を 支 え

る 重 要 な 港 であります。近年、衣 浦 港 に お い て は 、背 後 の 自 動 車 関 連

産 業 な ど か ら 発 生 す る 金 属 ス ク ラ ッ プ に 加 え 、 バ イ オ マ ス 発 電 や コ

ロ ナ 禍 に よ る 衛 生 用 紙 製 品 の 需 要 の 高 ま り に よ る 木 材 チ ッ プ 輸 入 等

の 取 扱 貨 物 の 増 加 に 伴 い 、 岸 壁 の 取 扱 能 力 が 逼 迫 す る 見 込 み と な っ

て い ま す 。 ま た 、 船 舶 大 型 化 へ の 対 応 、 背 後 用 地 と 一 体 利 用 で き る

岸 壁 の 不 足 、 船 舶 の 混 雑 、 喫 水 調 整 に よ る 非 効 率 な 荷 役 と い っ た 課

題 が 顕 著 と な っ て お り ま す 。 さ ら に 、 南 海 ト ラ フ 地 震 な ど 大 規 模 災

害 へ の 備 え と し て 必 要 な 耐 震 強 化 岸 壁 も 不 足 し て い ま す 。 耐 震 強 化

岸 壁 は 、 緊 急 物 資 を 扱 う 防 災 拠 点 と し て だ け で な く 「 日 本 一 の も の

づ く り 愛 知 」 を 支 え る 港 と し て 、 安 定 供 給 に よ っ て 地 域 の 経 済 活 動

を 継 続 す る た め に 必 要 な 機 能 で す 。  
衣 浦 港 外 港 地 区 （ 衣 浦 ポ ー ト ア イ ラ ン ド ） に 新 た な ふ 頭 整 備 を 行

い 、 こ う し た 課 題 を 解 消 す る と と も に 、 新 た な ふ 頭 に 貨 物 を 移 転 ・

集 約 す る こ と で 物 流 機 能 の さ ら な る 強 化 を 図 る こ と が で き ま す 。 ま

た 、 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル ポ ー ト へ の 動 き が 加 速 し て お り 、 循 環 資

源 の 流 通 網 の 拡 大 や 船 舶 の 陸 上 電 力 供 給 の 推 進 、荷 役 機 械 の Ｆ Ｃ（ 燃

料 電 池 ） 化 等 に よ る 港 湾 ・ 物 流 活 動 の グ リ ー ン 化 に 期 待 が 寄 せ ら れ

て い ま す 。 国 際 競 争 力 の 強 化 、 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル に 繋 が る 新 た

な ふ 頭 整 備 は 、 今 後 、 衣 浦 港 及 び 背 後 圏 の 地 域 が 発 展 し て い く た め

に 不 可 欠 と 考 え ま す 。  
よって、国におかれては、国 際 競 争 力 の 強 化 や カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ

ル の 促 進 を 図 る と と も に 防 災 機 能 を 高 め る た め 、衣 浦 港 外 港 地 区 (衣

浦 ポ ー ト ア イ ラ ン ド ） に 、 国 際 海 上 貨 物 の 取 扱 拠 点 と な る 水 深 １ ２

ｍ の 耐 震 強 化 岸 壁 及 び こ れ に ア ク セ ス す る 臨 港 道 路 の 事 業 化 を 要 望

し ま す 。  

 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。   



 

第１０号議案  地 球 温 暖 化 対 策 に 係 る 財 政 措 置 等 に つ い て  

（知多ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 
国 は 、令 和 ３ 年（ ２ ０ ２ １ 年 ）４ 月 に 、２ ０ ３ ０ 年 ま で の 温 室 効 果

ガ ス の 削 減 目 標 を ２ ０ １ ３ 年 と 比 較 し て ４ ６ ％ 減 と す る こ と を 表 明

す る と と も に 、 ２ ０ ５ ０ 年 ま で に ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ を 実 現 す る よ

う 地 方 公 共 団 体 に 要 請 し て お り ま す 。  
し か し 、そ の 実 現 に お い て は 、市 が 保 有 す る 公 共 施 設 の Ｚ Ｅ Ｂ 化 、

太 陽 光 発 電 設 備 の 拡 充 、 省 エ ネ 設 備 の 導 入 促 進 、 市 内 の 事 業 者 や 市

民 に 対 す る 補 助 事 業 の 拡 充 、 普 及 啓 発 事 業 の 実 施 、 協 議 体 の 設 置 等

の 必 要 性 が あ り 、市 単 独 で は 財 政 的 、技 術 的 及 び 人 的 負 担 が 大 き く 、

事 業 の 推 進 が 困 難 で す 。  
よって、国におかれては、地 方 公 共 団 体 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 の 実

施 に 関 し て 、 継 続 的 、 か つ 、 よ り 一 層 の 財 政 措 置 並 び に 技 術 的 及 び

人 的 な 支 援 を 要 望 し ま す 。  

ま た 、 大 量 の 温 室 効 果 ガ ス を 排 出 す る 企 業 ・ 事 業 所 が 所 在 す る 市

が ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ を 実 現 す る た め に は 、 抜 本 的 な 技 術 革 新 、 生

産 設 備 更 新 等 の 対 応 が 必 要 と な る が 、 市 単 独 で の 支 援 は 困 難 で あ る

た め 、 国 に お け る 当 該 企 業 ・ 事 業 所 に 対 す る 財 政 的 及 び 技 術 的 支 援

の 一 層 の 拡 充 を 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
 
  



 

第１１号議案  脱 炭 素 社 会 の 実 現 に 向 け た 大 規 模 水 素 サ プ ラ イ チ ェ

ー ン の 構 築 に つ い て  

（知多ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

２ ０ ５ ０ 年 ま で の カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル 、 脱 炭 素 社 会 の 実 現 を 目

指 す た め 、 水 素 の 需 要 拡 大 と 安 定 的 な 利 用 の た め の サ プ ラ イ チ ェ ー

ン 構 築 を 目 指 し 、 産 業 界 全 体 で 横 断 的 に 水 素 大 規 模 利 用 の 可 能 性 の

検 討 が 進 め ら れ て い ま す 。  

 中 部 圏 に お い て は 、 中 部 圏 水 素 利 用 協 議 会 が 設 立 さ れ 、 利 用 の 可

能 性 が 検 討 さ れ て い ま す が 、 ラ ン ニ ン グ コ ス ト で 年 間 約 ２ ０ ０ 億 円

弱 の 赤 字 が 発 生 し 、 初 期 投 資 に 受 入 基 地 、 配 送 設 備 、 需 要 家 設 備 を

合 わ せ て １ ， ０ ０ ０ 億 円 超 が 必 要 で あ る と 試 算 さ れ て い ま す 。  

そ の 他 に 、 技 術 面 で は 、 各 種 設 備 の 大 型 化 技 術 開 発 及 び コ ス ト 低

減 、 制 度 面 で は 、 水 素 の 受 入 ・ 配 送 に 関 わ る 法 規 制 と い っ た 課 題 が

あ り ま す 。  

よって、国におかれては、大 規 模 水 素 サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 構 築 に 向

け 、 初 期 投 資 及 び ラ ン ニ ン グ コ ス ト 逆 鞘 へ の 補 助 、 事 業 自 立 化 に 向

け た 研 究 開 発 支 援 、 大 規 模 水 素 の 受 入 ・ 配 送 の 観 点 で の 産 業 横 断 的

な 規 制 の 見 直 し を し て い た だ く よ う 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
 
  



 

第１２号議案  プラスチックの分別収集及び再商品化に係る地方財政

措置について  
（東尾張ブロック  提出）  

 
  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 施 行 予 定 の 「 プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 循 環 の 促

進 等 に 関 す る 法 律 」 に お い て 、 市 町 村 は 家 庭 か ら 排 出 さ れ る プ ラ ス

チ ッ ク 使 用 製 品 の 分 別 収 集 及 び 再 商 品 化 に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う

に 努 め な け れ ば な ら な い と さ れ て い ま す 。  
 す で に 再 商 品 化 を 行 っ て い る プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装 は 容 器 メ ー

カ ー な ど の 事 業 者 が 商 品 化 に 係 る 費 用 を 負 担 す る 仕 組 み と な っ て お

り 、 市 町 村 は 再 商 品 化 に 係 る 費 用 の 一 部 を 負 担 す る の み と な っ て い

ま す 。  
し か し 、 こ の た び 新 た に 再 商 品 化 の 対 象 と な る プ ラ ス チ ッ ク 製 品

に つ い て は 、 分 別 収 集 を 実 施 し た 市 町 村 が 再 商 品 化 に 係 る 費 用 の 全

額 を 負 担 す る 仕 組 み と な っ て お り 、 市 町 村 の 財 政 的 負 担 が 新 た に 生

じ る こ と が 課 題 と な っ て い ま す 。  
よって、国におかれては、プ ラ ス チ ッ ク の 分 別 収 集 及 び 再 商 品 化 を

実 施 す る こ と に 対 し 、 市 町 村 が 負 担 す る 費 用 の 全 額 が 特 別 交 付 税 と

し て 財 政 措 置 が な さ れ る こ と を 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

  



 

第１３号議案  亜 炭 鉱 廃 坑 処 理 に 対 す る 支 援 制 度 に つ い て  
（名古屋ブロック、東尾張ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 
我が国では、戦前から戦後にかけて亜炭の採掘がさかんに行われ、な

かでも東海地方は、最大の亜炭の産地でありました。  
愛知県内においても名古屋市、瀬戸市、春日井市、豊田市、犬山市、

小牧市、尾張旭市、日進市及び長久手市には、採掘跡（亜炭廃坑）が広

範囲に残されています。  
 亜炭鉱は石油等の輸入増大により昭和４０年代にその全てが閉鎖さ

れましたが、それ以降、採掘跡（亜炭鉱廃坑）に起因する陥没が度々発

生しています。民家等に被害があってからの対応では手遅れであり、陥

没があった地域やその周辺地域の住民が安心して暮らせません。  
亜炭鉱廃坑の周辺地域は採掘当時と比べて市街化が進み、人口密集地

域になっているところも多くあることから、事前対策を行わずに放置し

ておけば、岐阜県御嵩町のような大規模な陥没事故が発生するおそれが

大きくなります。  
 また、南海トラフ巨大地震を想定した対策として、さらには、将来、

リニア中央新幹線の整備においてルート上に亜炭廃坑が存在する可能

性が大きいことから、安全な市街地の開発・まちづくりを進める観点か

らも、亜炭鉱廃坑処理を迅速に行うことが必要です。  
 よって、国におかれては、亜炭鉱廃坑の範囲や規模等を特定する調査

や、調査を受けての亜炭鉱廃坑に対する充填工事について、必要な費用

に対する継続的な支援制度の創設を要望します。  

 また、ハザードマップの作成など、亜炭鉱廃坑対策の推進に当たって

は、採掘許可権者である国が所有するデータの提供はもとより、当該事

業に精通した有識者等の助言・指導や先進事例に関する情報提供など、

国の技術的知見からの積極的な参画をあわせて要望します。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。   



 

第１４号議案  外 来 生 物 の 防 除 に 係 る 位 置 づ け の 明 確 化 及 び 財 政 支

援 に つ い て  

（東三河ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 
外 来 生 物 は 、 地 域 の 生 態 系 の 保 全 に 多 大 な 影 響 を 与 え て い る の み

な ら ず 、 種 別 に よ っ て は 市 民 の 生 命 ・ 財 産 を 損 傷 す る お そ れ が あ る

ほ か 、 社 会 経 済 活 動 に も 深 刻 な 影 響 を 与 え る お そ れ が あ り ま す 。  
外 来 生 物 は 、そ の 繁 殖 力 の 強 さ か ら 目 撃 件 数 が 増 加 の 一 途 で あ り 、

市 民 か ら 駆 除 の 要 望 等 が 多 く 寄 せ ら れ て い ま す 。  
特 定 外 来 生 物 に よ る 生 態 系 等 に 係 る 被 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 以

下 、「 外 来 生 物 法 」 と い う 。） 第 １ １ 条 で は 防 除 を 行 う の は 国 と さ れ

て い ま す が 、 地 方 公 共 団 体 や 外 来 生 物 に 侵 入 さ れ た 民 有 地 の 管 理 者

等 が 個 別 に 防 除 を 実 施 し て い る の が 実 情 で す 。  
効 果 的 に 防 除 を 進 め て い く に は 、 外 来 生 物 法 に お い て 地 方 公 共 団

体 を は じ め と す る 各 主 体 の 役 割 を 明 確 に す る と 同 時 に 、 各 主 体 に 対

す る 国 か ら の 財 政 的 支 援 を 拡 充 さ せ る 必 要 が あ り ま す 。  
よって、国におかれては、外 来 生 物 法 に 基 づ く 防 除 に つ い て 、国 主

体 の 防 除 を 基 本 と し つ つ 、 法 律 上 に お け る 地 方 公 共 団 体 等 の 役 割 を

明 確 に す る こ と を 要 望 し ま す 。  

ま た 、 地 方 公 共 団 体 が 実 施 す る 外 来 生 物 対 策 に 必 要 な 財 源 に つ い

て は 、 役 割 に 応 じ て 負 担 金 や 補 助 金 、 地 方 交 付 税 に お け る 特 別 交 付

税 措 置 な ど 、 国 に よ る 継 続 的 か つ 効 果 的 な 財 政 支 援 を 図 る こ と を 要

望 し ま す 。  
 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。   



 

第１５号議案  ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 配 置 に 伴 う 財 政 支 援 に

つ い て  

（知多ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

児童生徒を取り巻く環境の複雑化・多様化により、スクールソーシャ

ルワーカーの訪問件数は年々増加し、一人ひとりに対する支援のための

時間確保が困難な状況となっております。  

また、対応件数が多くなることで、虐待など緊急の要請があった場合

に迅速な対応をとれないケースが増えることが想定されます。そのため、

スクールソーシャルワーカーの勤務時間数の増加や増員の必要性が生

じていますが、現在の財政措置では配置人員増等の予算措置は極めて困

難な状況です。  
よって、国におかれては、スクールソーシャルワーカーによる家庭訪

問や保護者等との面談等により、学校における児童虐待の未然防止・早

期発見や、児童虐待発生時の迅速・的確な対応のため、スクールソーシ

ャルワーカー配置に係る補助（スクールソーシャルワーカー活用事業）

について、補助割合の引上げなど、市町村に対するさらなる財政支援の

拡充を要望します。  

 

 

説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。   



 

第１６号議案  学 校 に お け る 医 療 的 ケ ア の た め の 看 護 師 配 置 事 業 に

つ い て  

（知多ブロック、西三河ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

医 療 的 ケ ア 児 が 増 加 傾 向 に あ る 中 、 令 和 ３ 年 ９ 月 に は 「 医 療 的 ケ

ア 児 及 び そ の 家 族 に 対 す る 支 援 に 関 す る 法 律 」 が 施 行 さ れ 、 国 及 び

地 方 公 共 団 体 等 に は 、 医 療 的 ケ ア 児 が 地 域 の 学 校 に 通 う こ と が で き

る よ う 体 制 の 整 備 を 図 る こ と が 責 務 と し て 明 確 化 さ れ ま し た 。  
医 療 的 ケ ア 児 の イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 を 推 進 す る た め 、 環 境 整 備 に

必 要 な 看 護 師 等 の 配 置 に つ い て は 、 国 の 補 助 制 度 が あ り ま す が 、 厚

生 労 働 省 の 医 療 的 ケ ア 児 保 育 支 援 事業における保育所への看護師等配

置の補助割合が３／４であるのに対し、 教 育 支 援 体 制 整 備 事 業 費 補 助

金 で の 学 校 に お け る 医 療 的 ケ ア の た め の 看 護 師 配 置 の 補 助 割 合 は １

／ ３ と さ れ て い ま す 。 対 象 の 学 校 す べ て に 週 ５ 日 看 護 師 等 を 配 置 す

る に は 多 額 の 費 用 が 必 要 で あ り 、 市 に と っ て 大 き な 財 政 負 担 と な っ

て お り ま す 。  
 よって、国におかれては、すべての医療的ケア児が、希望する地域の

学校に安心して通学することができるよう、教 育 支 援 体 制 整 備 事 業 費

補 助 金（切れ目ない支援体制整備充実事業）の国庫補助率を引き上げる

など、さらなる財政支援の拡充を要望します。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

 
  



 

第１７号議案  学 校 給 食 に 関 す る 制 度 の 見 直 し に つ い て  
（東 三 河 ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

学 校 給 食 の 実 施 に お い て 、 食 物 ア レ ル ギ ー を 持 つ 児 童 ・ 生 徒 へ の

対 応 な ど の 安 全 な 給 食 の 提 供 と 、 子 ど も た ち の 健 全 な 育 成 の た め の

食 育 の 推 進 が 強 く 求 め ら れ て い ま す 。  
そ の 中 で 、 特 に 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る 栄 養 教 諭 は 、 業 務 負 担 が

重 く 、 人 手 が 足 り な い 状 況 で あ る た め 、 配 置 基 準 の 見 直 し を 行 い 、

学 校 給 食 の 充 実 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  
ま た 、 少 子 高 齢 化 の 進 む 中 、 社 会 全 体 で 次 世 代 を 担 う 子 ど も た ち

を 育 て て い く こ と が 求 め ら れ て お り 、 国 の 負 担 に よ る 子 育 て 支 援 策

と し て 、 学 校 給 食 費 の 保 護 者 負 担 の 軽 減 が 求 め ら れ て い ま す 。  
よって、国におかれては、学 校 給 食 は 、子 ど も た ち の 心 身 の 健 全 な

発 達 に 欠 か せ な い も の で あ り 、 制 度 を さ ら に 充 実 し 、 食 育 推 進 を 図

る 必 要 が あ る た め 、 栄 養 教 諭 を 増 員 す る よ う 配 置 基 準 の 見 直 し を 要

望 し ま す 。  

ま た 、 少 子 化 が 進 む 中 、 子 育 て 支 援 と し て 、 国 の 責 任 に お い て 、

義 務 教 育 に お け る 学 校 給 食 に つ い て 無 償 に よ る 提 供 の 制 度 化 を 行 う

よ う 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

  



 

第１８号議案  少 人 数 学 級 （ ３ ５ 人 学 級 ） の 拡 大 及 び 児 童 生 徒 数 の

増 加 に 伴 う 教 室 改 修 費 用 に つ い て  
（東 尾 張 ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

国 は 、 公 立 義 務 教 育 諸 学 校 の 学 級 編 制 及 び 教 職 員 定 数 の 標 準 に 関

す る 法 律 の 改 正 に よ り 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 学 年 の 進 行 に 合 わ せ

て 学 級 編 制 の 標 準 を ４ ０ 人 か ら ３ ５ 人 に 段 階 的 に 引 き 下 げ る 措 置 を

講 じ て い ま す 。  

こ の 少 人 数 学 級 の 拡 充 を 受 け 、 各 市 に お い て 普 通 教 室 が 新 た に 不

足 す る こ と に な り 、 急 遽 教 室 を 確 保 す る 必 要 が あ り ま す が 、 学 校 の

新 設 や 増 設 は 、 将 来 人 口 推 計 か ら 、 将 来 世 代 に 過 度 の 負 担 を 残 す 可

能 性 が あ る た め 、 普 通 教 室 数 の 不 足 に 対 し て は 、 学 区 の 見 直 し や 既

存 施 設 改 修 に よ り 対 応 す る こ と を 考 え て お り ま す 。  

学 区 見 直 し に は 相 当 の 時 間 を 要 す る 上 、 地 理 的 な 限 界 か ら 普 通 教

室 の 不 足 を 解 消 す る に は 至 ら な い た め 、 既 存 施 設 改 修 が 必 須 と な り

ま す 。 令 和 ４ 年 度 か ら 、 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 の 補 助 下 限 額 の 引

き 下 げ が 予 定 さ れ て お り ま す が 、 補 助 対 象 外 経 費 で あ る 備 品 消 耗 品

や Ｉ Ｃ Ｔ 整 備 委 託 料 な ど 教 室 改 修 に 付 随 す る 費 用 も 市 に と っ て 大 き

な 財 政 負 担 と な っ て お り 、 今 回 の 引 き 下 げ 措 置 が 少 人 数 学 級 （ ３ ５

人 学 級 ） の 完 成 ま で 行 わ れ る こ と が 必 要 で す 。  

よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 少 人 数 学 級 の 拡 充 を 推 進 す る 中 、 普 通

教 室 不 足 に 対 応 す る た め の 小 規 模 改 修 費 用 に つ い て 、 継 続 的 な 財 政

支 援 を 行 う よ う 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

  



 

第１９号議案  小 中 学 校 施 設 の 整 備 に 対 す る 財 政 支 援 の 拡 充 に つ い          
       て  

（知多ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

小 中 学 校 施 設 は 、 児 童 生 徒 が 一 日 の 大 半 を 過 ご す 重 要 な 学 習 ・ 生

活 の 場 で あ り 、 安 心 安 全 な 学 校 生 活 を 送 れ る よ う に す る た め に 、 老

朽 化 対 策 は 喫 緊 の 課 題 と な っ て い ま す 。  
建 築 後 ５ ０ 年 以 上 経 過 し て い る 建 物 も 多 く 、 長 寿 命 化 計 画 に 基 づ

き 、 財 政 負 担 の 平 準 化 を 図 り な が ら 、 計 画 的 に 建 替 を 進 め る 必 要 が

あ り ま す 。  
現 行 の 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 で は 、 構 造 上 危 険 な 状 態 に あ る 建

物 や 不 適 格 建 物 の 改 築 に 該 当 し な い 場 合 は 、 交 付 金 が 利 用 で き ず 、

該 当 す る 場 合 も 対 象 経 費 の 算 定 基 準 が 厳 し く 、 補 助 率 も 低 い た め 、

建 替 え 計 画 を 進 め る う え で 、 市 の 財 政 負 担 が 大 き く な り 、 実 施 が 困

難 に な る こ と が 想 定 さ れ ま す 。  
よって、国におかれては、小 中 学 校 施 設 に つ い て 、老 朽 化 対 策 と し

て 、 建 物 等 の 改 築 （ 建 替 え ） に 関 し 、 長 寿 命 化 計 画 に 基 づ き 財 政 負

担 の 平 準 化 を す る た め 、 必 要 な 建 築 後 ５ ０ 年 以 上 経 過 し た 建 物 等 の

改 築 （ 建 替 え ） を 対 象 と す る 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 な ど の 制 度 の

拡 大 や 補 助 率 の 拡 充 を 要 望 し ま す 。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

  



 

第２０号議案  学校施設の空調設備設置に特化した補助金の創設等につ

いて  

（知 多 ブロック、西 三 河 ブ ロ ッ ク  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

学 校 施 設 に お い て 、 近 年 の 猛 暑 に よ り 、 児 童 ・ 生 徒 及 び 教 職 員 が

健 康 に 異 常 を き た す ほ ど の 状 況 で あ り ま し た が 、 平 成 ３ ０ 年 度 第 一

次 補 正 予 算 で １ 年 の 時 限 措 置 と し て 創 設 さ れ た「 ブロック塀・冷房設

備対応臨時特例交付金」に よ り 、普 通 教 室 を 中 心 に 空 調 設 備 を 整 備 す

る こ と が で き ま し た 。  
し か し 、普 通 教 室 と 同 じ よ う に 利 用 頻 度 の 高 い 特 別 教 室 や 体 育 館 、

柔 剣 道 場 へ の 空 調 設 備 の 設 置 は 進 ん で い な い た め 、 猛 暑 に よ り 子 ど

も 達 の 健 康 が 脅 か さ れ る 状 況 が 続 い て い ま す 。  
学 校 施 設 の 老 朽 化 が ピ ー ク を 迎 え る 中 、 子 ど も 達 の 多 様 な ニ ー ズ

に 応 じ た 学 習 環 境 を 整 え る こ と は 急 務 で す 。 特 に 、 学 校 施 設 の 空 調

設 備 の 整 備 を 、 体 育 館 な ど 老 朽 化 が 進 む 建 物 と 同 時 並 行 で 推 進 す る

こ と は 、 現 在 の 交 付 金 の 補 助 率 で は 非 常 に 厳 し く 、 財 政 的 に も 負 担

が 生 じ て い ま す 。  
よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 国 が 目 指 す 良 好 な 室 内 環 境 を 確 保 し 、

児 童 生 徒 の 多 様 な 活 動 を 可 能 と す る 新 し い 時 代 に 向 け た 学 校 施 設 が

整 備 で き る よ う 、小 中 学 校 の 空 調 設 備 設 置 に 特 化 し た 補 助 金 の 創 設 、

ま た は 、 エ ア コ ン 設 置 に 対 す る 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 に つ い て 対

象 経 費 や 補 助 率 を 拡 充 し 、継 続 的 か つ 確 実 な 財 政 支 援 を 要 望 し ま す 。 

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  

  



 

第２１号議案  学校給食施設建設における財政的支援について  
（知多ブロック  提出）  

 

  令和４年４月１１日提出  

 

愛知県市長会           

会長   山  田  拓  郎     

 

学校給食は、「学校給食法」に定めるとおり、児童生徒の心身の健全な

発達に資するものであり、児童生徒の食に関する正しい理解と適切な判

断力を養う上で極めて重要な役割を担っています。  

また、「学校給食衛生管理基準」が法律上明確に位置付けられ、学校給

食における衛生管理の徹底が求められています。  

施設・設備の老朽化が著しい学校給食施設については、衛生管理の徹

底といった課題も解決する必要があり、新たな学校給食施設の整備が急

務となっております。  

学校給食施設の整備にあたっては、「学校施設環境改善交付金」による

財政的支援がありますが、多数の自治体において、老朽化や統廃合によ

る学校給食施設の整備が行われ、自治体の計画事業量に見合った採択が、

当初予算においては不確実であります。加えて、同交付金の配分基礎額

と、実工事費との間に大きな乖離があり、市の財政負担が大きいことも

課題となっております。  

よって、国におかれては、安全で安心な学校給食の提供を維持できる

よう、「学校施設環境改善交付金」の確実な採択や、補助基準額の拡大な

ど財政的支援を強く要望します。  

 
 
説明  

 この案を提出するのは、愛知県市長会会則第１３条第４項の規定に基

づき、議決を得る必要があるためである。  
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